
 

 

●建築物の報告時期について 
〈経過措置〉 

令和元年度および令和２年度に検査済証の交付を受けた建築物の規則改正後初めての報告時期

は、令和５年７月１日から同年１２月３１日までとする。 

  H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

経過措置１ ― 検査済 ― ― ― ● ― ― ● 

経過措置２ ― ― 検査済 ― ― ● ― ― ● 

 

〈報告時期の例〉           R3.4.1施行 

 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

集会場 ● ● ● ― ― ● ― ― ● 

病院 ● ― ● ― ― ● ― ― ● 

診療所 検査済 ― 免除 ― ― ● ― ― ● 

旅館 ● ● ● ― ― ● ― ― ● 

ホテル ― 検査済 免除 ― ― ● ― ― ● 

学校 ● ― ● 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 

体育館 ● ― ● ― ― ● ― ― ● 

飲食店、物販店 ● ● ● ― ― ● ― ― ● 

※令和 5 年以降 3 年ごとの報告時期（7 月 1 日～12 月 31 日）に検査済証の交付を受けたもの

の初回の報告時期は、その 6年後の 7月 1日～12月 31日とする。 

（例：R5.8.1検査済証の場合、R8年度の報告は免除となり、R11年度に初回の報告を行う） 

 

 

●建築設備等の報告時期について（換気設備、排煙設備、非常用照明、防火設備） 

〈報告時期の例〉              R3.4.1施行 

 R1 R2 R3 R4 R5 

4-6

月 

7-9

月 

10-12

月 

1-3

月 

4-6

月 

7-9

月 

10-12

月 

1-3

月 

7-12月 7-12月 

集会場 ● ― ― ● ― ― ● ― ● ● 

病院 ● ● ― ― ― ― ● ― ● ● 

診療所 検査済 免除 ― ― ― ― ● ― ● ● 

旅館 ● ● ― ― ― ― ● ― ● ● 

ホテル ― 検査済 ― 免除 ― ● ● 

学校 ● ― ― ● ― ― 対象外 ― 対象外 対象外 

体育館 ● ― ― ● ― ― ● ― ● ● 

飲食店、物販店 ● ― ― ● ― ― ● ― ● ● 

・報告時期（7月 1日～12月 31日）に検査済証の交付を受けたものの初回の報告時期は、2年

後の 7月 1日～12月 31日とする。 

（例：R3.8.1検査済証の場合、R4年度の報告は免除となり、R5 年度に初回の報告を行う） 

 ※昇降機・工作物（遊戯施設）については従来どおり 


